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聖籠町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス

事業所の指定等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２９年３月２１日 

聖籠町長 渡邊 廣吉 

聖籠町規則第６号 

聖籠町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サー

ビス事業所の指定等に関する規則の一部を改正する規則 

聖籠町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス

事業所の指定等に関する規則（平成１８年聖籠町規則第１６号）の一部を次の

ように改正する。 

 別記様式第１号を次のように改める。 

 

 別記様式第１号付表１－１から付表６中「法定代理受領分（1 割負担分）」

を「法定代理受領分」に改める。 

 別記様式第１号付表６の次に次の５様式を加える。 
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附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 


